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指定訪問介護ステーション大和運営規程 
第 1 条（事業の目的） 

   有限会社ティー・シー・エムが開設する訪問介護ステーション大和（以

下｢事業所｣という。）が行う指定訪問介護の事業（以下「事業」という。）の

適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

の介護福祉士又は訪問介護員研修修了者（以下「訪問介護員等」という。）

が、要介護者又は要支援者（以下「要介護者等」という。）に対し、適正な

指定訪問介護を提供することを目的とする。 

また、「すべてのいのちをたいせつに・・・」を心の指針として住み慣れ

た環境で安心して暮らせる地域社会を目指して、高齢者や身障者に指定訪

問介護を提供し、地域社会の福祉向上に寄与することを目的とする。 

第 2 条（運営の方針） 

  事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食

事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス、

居宅介護支援事業所、地域包括支援事業所との綿密な連携を図り、総合的な

サービスの提供に努めるものとする。 

第 3 条（事業所の名称･体制等） 

   事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとします。 

 1 名 称   訪問介護ステーション大和 

 2 所在地   仙台市若林区大和町4 丁目 13 番 27 号 

 3 体 制   特定事業所加算Ⅰ 
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第 4 条（職員の職種、員数、及び職務内容） 

   事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

 1 管理者   介護福祉士 1 名 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとと

もに、自らも指定訪問介護の提供に当たる。 

 2 サービス提供責任者 4 名 

   介護福祉士 4 名 

   サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、利用の申込みに係る調整、

訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。 

 3 訪問介護員 16 名 

 

    

訪問介護員等は、指定訪問介護事業の提供に当たる。 

第 5 条（営業日及び営業時間） 

    事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとします。 

営業日 365 日 
時 間 8：00  ～  18：00 
休 日 年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日） 
※  電話等により 24 時間常時連絡が可能な体制とする。 

  併設施設 なでしこの館 2 号館    022-762-6251 

介護福祉士 8 名 常 勤 7 名  非常勤 1 名 

実務者研修 4 名 常 勤 3 名  非常勤 1 名 

訪問介護初任者研修修了者  2 名 常 勤 1名  非常勤  1名 

普通自動車 2 種免許取得者 3 名 常 勤 3 名 

看護師 2 名 常 勤 0 名  非常勤 2 名 
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※ サービス提供時間に関しては、相談に応じます。 

 

第６条（訪問介護の内容、及び利用料その他の費用の額） 

 1 指定訪問介護の内容は次のとおりとします。 

      一  身体介護 

      二  生活援助 

      三  通院等乗降介助 

 2 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基

準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであると

きは、その１・２・３割の額とします。 

 
 

サービスに 

要する時間 
20分未満 30分未満 

30分以上 

1時間未満 

1時間 30分以上 

(30分増す毎に) 

 

身 

体 

介 

護 

1.利用料金   2,084円  3,126円 4,950円 1,000円 

 

2.うち、介護保険

から給付される

金額 

1,876円 1割 

1,667円 2割 

1,459円 3割 

2,813円 1割 

2,501円 2割 

2.188円 3割 

4,455円 1割 

3,960円 2割 

3,465円 3割 

900円 1割 

800円 2割 

700円 3割 

3.サービス利用

に係る自

己負担額 

(1-2) 

208円 1割 

417円 2割 

625円 3割 

313円 1割 

625円 2割 

938円 3割 

495円 1割 

990円 2割 

1,485円 3割 

100円 1割 

200円 2割 

300円 3割 

生 

活 

援 

助  

サービスに 

要する時間 

20分以上 

45分未満 

 

45分以上 

  

4.利用料金   2,290円 2,810円    

 

5.うち、介護保険

から給付される

金額 

2,061円 1割 

1,832円 2割 

1,603円 3割 

2,529円 1割 

2,248円 2割 

1,967円 3割 
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6.サービス利用

に係る自

己負担額 

(4-5) 

229円 1割 

458円 2割 

687円 3割 

281円 1割 

562円 2割 

843円 3割 

        

   

通院等のための 

乗車又は降車の介助 

利用料金 自己負担額 片道の料金 

(別途交通費) 

 

1,240円 124円 1割 

248円 2割 

372円 3割 

 

 

 

3 その他 ・生活有償サービス  1時間 2,400 円 

       ・有償車両      1 ㎞  200 円 

第 7 条（交通費） 

  通常の事業の実施区域を越えて行う訪問介護に要した交通費は、次の額

とする。 

サービスの種類 利用料 

身 体 介 護 

所要 5km未満         250円 

   5km～10km未満 1kmにつき 100円追加 

   10km以上    1kmにつき  10円ずつ加算 

生 活 援 助 

所要 5km未満         250円 

   5km～10km未満 1kmにつき 100円追加 

   10km以上      1kmにつき  10円ずつ加算 

通院等乗降介助 東北運輸局の認可料金 

※上記事項はあらかじめ、利用者又はその家族に対して事前に文書にて説明

した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとす

る。 

第 8 条（通常の事業の実施地域） 

     仙台市全域 
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第 9 条（利用の中止、変更） 

訪問介護サービスの中止、変更をした場合には、以下の通りの料金を

頂きます。なお、体調不良の際の料金は免除となります。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
自己負担相当額を請求

致します。 

第 10 条（緊急事態及び事故発生時の対応） 

   事業所は、サービス提供中に契約者の容態の変化もしくはサービス提

供中により事故が発生した場合は、事前の打ち合わせに従って主治医、

救急隊、親族、市区町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センタ

ーに連絡を行うとともに必要な処置を講じます。 

第 11 条（苦情処理） 

   事業所は相談及び苦情受け付け窓口として担当職員を配置します。 

第 12 条（秘密保持） 

   事業所及び事業所が使用する者は、サービスを提供する上で知り得た

契約者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らすこ

とはありません。契約終了後も同様とします。 

   事業所は、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

において契約者及びその家族の個人情報を用いることはありません。 

第 13 条（訪問介護計画の作成） 

  サービス提供責任者は，利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，

指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等

を記載した訪問介護計画を作成するものとする。 

2  訪問介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該計
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画の内容に沿って作成するものとする。 

3  サービス提供責任者は，訪問介護計画を作成に当たっては，その内容につ

いて，利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得るものとす

る。 

4  サービス提供責任者は，訪問介護計画を作成した際には，当該訪問介護計

画を利用者に交付するものとする。 

5  サービス提供責任者は，訪問介護計画の作成後，当該訪問介護計画の実施

状況の把握を行い，必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとす

る。 

6  第１項から第４項までの規定は，前項に規定する訪問介護計画の変更につ

いて準用する 

第 14 条（指定訪問介護サービスの提供に関する記録） 

   事業所は、指定訪問介護サービスの提供に関する記録をつけることと

し、これを契約終了後５年間、保管します。 

第 15条（賠償責任） 

   事業所はサービスの提供に従って、事業者の責めに帰すべき理由によ

り、契約者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合、その損害を賠

償します。 

 

第 16条（善管注意義務） 

   事業所は、契約者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵

守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。 

第 17条（虐待防止委員会の設置） 

   虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援 
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   が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのな 

   いよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、虐待の防止に努めるこ 

   とを目的とする。 

第 18条（身体拘束適正化検討委員会の設置） 

   身体拘束適正化検討委員会は、利用者の人権を保護し、健全な支援を

提供の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加の

ための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開

催し、身体拘束の適正化に向けた検討を行い、身体拘束の廃止に努め

ることを目的とする。 

第 19条（研修について） 

   事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため研修の機会を次のとお

り設けるものとしまた業務体制を設備します。 

 1  採用時研修   採用後１ヶ月以内 

 2  継続研修    年 12回 

附則 

    この規程は  

          平成 27年 5月 1日から施行します。 

平成 29年 5月 1 日から施行します。 

令和 1年 10月 1 日から施行します。 

令和 3年  5月 1 日から施行します。 

令和 4年  5月 1 日から施行します。 

令和 4年 12月 15日から施行します。 

令和 5年  8月 1 日から施行します。 
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